
№ 資格者名 本社所在地 指名停止の理由 該当事項 指名停止期間

1 中亀建設株式会社
盛岡市本宮3-

43-11

2 下舘建設株式会社
久慈市長内町

24-162

3 開成建設株式会社
盛岡市盛岡駅
前北通5-12

4 有限会社古川重機
盛岡市渋民字

狐沢34-8

№ 資格者名 本社所在地 指名停止の理由 該当事項 指名停止期間

1
株式会社中央技術コ
ンサルタンツ

東京都新宿区
西新宿8-5-1

宮城県気仙沼市発注の業務委託
に関し、令和７年７月21日に当
該会社の幹部社員が公契約関係
競売等妨害の容疑で逮捕された
ことによる。

別表第２第３項
競争入札妨害又
は談合

R7.8.4～
R8.8.3

（12月）

№ 資格者名 本社所在地 指名停止の理由 該当事項 指名停止期間

1
ライフテック株式会
社

盛岡市下飯岡
10-174

令和８年２月13日に市と契約し
た「電動ピペッターの購入」に
おいて、納入期限までに製品の
納入が完了しなかったことによ
る。

別表第１第３項
第１号契約違反
及び同基準運用
指針３(2) イ

R8.4.14～
R8.5.13
(１月)

指名停止措置一覧

令和８年４月14日現在

１　建設工事関係

２　建設関連業務委託

３　物品の買入れ等関係（他の業種における原因の登録者を含む）

令和７年10月24日、当市発注の
「普通河川古館川災害復旧工
事」において、安全管理の措置
が不適切であったため、事故に
より工事関係者に重傷者１名を
生じさせたことによる。

別表第１第６号
(2)工事関係者
事故及び同基準
運用指針３第３
項オ

R8.3.9～
R8.5.8
(２月)

令和８年１月７日、当市発注の
「太田地区土地区画整理事業仮
設住宅等解体工事その１」にお
いて、安全管理の措置が不適切
であったため、事故により工事
関係者に軽傷者１名を生じさせ
たことによる。

別表第１第６号
(1)工事関係者
事故及び同基準
運用指針３第３
項カ

R8.4.8～
R8.5.7
(１月)

1/1


